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委　託　業　務　仕　様　書 朝日町

朝日町庁舎他７施設で使用する電力の供給（長期継続契約）

三重郡朝日町　地内（朝日町庁舎他７施設） 調査　　令和　　年　　月　　日

電力供給

￥　　　　　　　　　－ 設計　　令和　　年　　月　　日

令和　９年　８月３１日限り

委 託 業 務 の 大 要 実 施 理 由

 電力供給（８施設）　　　　　１式
　役場庁舎他７施設で使用するの電力を供給するための
入札を実施する。
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朝日町庁舎他７施設で使用する電力の供給仕様書 

 

１．概  要 

（１）件  名   朝日町庁舎他７施設で使用する電力の供給 

（２）対象建物   朝日町庁舎他７施設（別紙①のとおり） 

（３）履行場所   朝日町一円（別紙①のとおり） 

 

２．仕  様 

 （１）供給電気方式等 ： 別紙①のとおり 

 （２）契約電力及び予定使用電力 

   ① 予定契約電力 ： 別紙②のとおり 

ただし、各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前１１か月の最大需要電 

力のうち、いずれか大きい値とする。 

   ② 予定使用電力量 ： 別紙②のとおり 

ただし、気象条件や社会経済情勢によって発注者の予定使用電力が増減する可

能性がある。なお、入札額の算定に当たっては、別紙②に記載の「予定契約電

力」及び「予定使用電力量」により年間電気料金の総額を算定すること。 

   ③ 使用電力量及び最大需要電力の実績 ： 別紙③のとおり 

 （３）契約期間 

契約日から令和９年８月３１日 

 （４）使用期間 

令和８年９月１日の０時から令和９年８月３１日の２４時まで 

（５）需給地点 

対象建物の朝日町所有の開閉器の電源側接続点 

 （６）契約額 

   単価契約とする。 

（６）電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は、一般電気事業者の所有とする。 

（７）保安上の責任分界点 

需給地点に同じ。 

 

３．その他 

（１）電気料金の算定 

① 電気料金の算定は，施設毎に１か月（前月の計量から当月の計量までの期間を

いう。）の契約電力及び使用電力量により算定し、毎月支払うものとする。 

   なお、検針日は毎月１日とする。 
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② 電気料金は，次に掲げる料金を合算した額とする。 

ア）基本料金 

契約電力、契約単価及び力率から計算した金額（以下の算式による。） 

・基本料金＝契約電力×基本料金単価 

イ）電力量料金 

使用電力量に電力量料金単価の料金を乗じて計算した金額（以下の算式による。） 

・電力量料金＝使用電力量×（電力量料金単価±燃料費調整単価） 

ウ）調整料金 

      力率調整等以外の調整料金を設定する場合には、調整料金の説明、計算式等

を記載したものを任意様式にて＜電気料金算出明細書＞を作成し、施設毎の合

計に反映させるものとする。 

注）基本料金について力率割引又は割増を行う場合及び電力量料金単価につい

て再生可能エネルギー発電促進賦課金等を加算する場合には、中部管内の一

般電気事業者が定める標準供給条件（電気供給約款）によるものとし、これ

によりがたい場合は協議する。 

③ 電力供給における料金その他を計算する場合の単価及びその端数処理は、次の

とおりとする。 

ア）契約電力及び最大需要電力の単位は１kWとし、その端数は小数点以下第１位

で四捨五入する。 

イ）使用電力量の単位は１kWｈとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入す

る。 

ウ）料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以

下を切り捨てる。ただし、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課され

る金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし、その端数はそれぞれ切

り捨てることとする。 

エ）力率の単位は、１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入

する。 

（２）その他 

① 使用電力量の検針後、検針結果（使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、

契約電力等）を施設毎に作成し、速やかに通知すること。 

     なお、毎月の請求書の内訳をもって、検針結果の提出に変えることができるも

のとする。 

     請求書については、朝日町競争入札資格者名簿に登録された社印を押印した原

本を提出もしくは、同様の請求書をＷＥＢ上でのダウンロードによるものとす

る。 

   ② 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必
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要な場合には、一般電気事業者と調整すること。 

③ この仕様書に定めのない供給条件については、中部管内の一般電気事業者が定

める電力供給約款等を基に双方協議の上、決定するものとする。 

   ④ 入札金額の算定にあたっては、力率は 100％とし、再生可能エネルギー発電促

進賦課金及び燃料費調整単価は入札日時点で把握できる単価を用いることとす

る。なお、実際の取引においては、毎月の実測力率により調整可能とすることを

留意すること。 

   ⑤ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるか

を問わず、見積もった年間総額（税込）の１１０分の１００に相当する金額を入

札金額とし入札書に記載することし、施設毎の基本料金単価及び電力量料金単価

がわかる電気料金積算内訳書も提出すること。入札比較価格は、年間電気料金の

総額とするが、契約については、電気料金積算内訳書に記載されている施設毎の

基本料金単価及び電力量料金単価の単価契約とする。 

⑥ 仕様書等に関する質問は令和８年５月２１日（木）正午まで持参、郵送又は電

子メールにて受け付ける。質問を送付した場合は、下記問合せ先まで到達確認の

連絡を行うこと。 

回答については令和８年５月２８日（木）午後１時～午後４時の間に町ホーム

ページに掲載する。 

   ⑦ 本契約において供給する電力については、再生可能エネルギー比率等の環境条

件は特に付さないものとする。これは、安定供給の確保及び競争性の確保を優先

したものである。 

 （３）暴力団等による不当介入を受けた場合の措置 

暴力団等（朝日町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第１条に規定する

「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第２条に規定する「不当

介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。 

① 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

とともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うととも

に、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合

には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

③ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから履行計画に遅れが生じる等

の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 
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４．問合せ先 

 朝日町役場 管理サポート課（担当：種村） 

 〒５１０-８５２２ 三重県三重郡朝日町大字小向８９３番地 

 TEL ０５９－３７７－５１９５ 

 FAX ０５９－３７７－５１９６ 

 MAIL kanri@town.asahi.mie.jp 



【別紙①】需要場所等一覧表

番号 施設名 所在地 電気方式
周波数
（Hz）

供給電圧
（V）

計量電圧
（V）

受電方式
設備容量
（kVA）

蓄熱設備
太陽光発電設備

（kW）
所管課

1 朝日町庁舎 朝日町大字小向893番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 74 無 無 管理サポート課

2 朝日町立朝日幼保園 朝日町大字小向2068番地1 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 144 無 無 あさひ園

3 朝日町立朝日小学校 朝日町大字柿750番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 264 無 無 教育課

4 朝日町立朝日中学校 朝日町大字柿2838番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 137 無
20kW

(10kW×2基）
教育課

5 朝日町教育文化施設 朝日町大字柿2278番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 191 無 無 文化課

6 朝日町体育館 朝日町大字柿2146番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 36 無 無 生涯学習課

7 朝日町町民スポーツ施設 朝日町大字柿2822番地1 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 112 無 無 生涯学習課

8 朝日町公民館 朝日町大字小向1893番地 三相３線式 60 6,600 6,600 一回線受電 27 無 無 生涯学習課



【別紙②】契約電力および予定使用電力量

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 夏季 その他季 合計

① 朝日町庁舎 9,230 8,600 10,697 16,102 17,855 14,540 10,062 9,282 12,425 15,996 14,491 12,641 48,497 103,424 151,921 81

② 朝日町立朝日幼保園 12,341 13,470 20,929 31,790 28,918 25,794 15,677 12,004 17,167 21,659 16,564 14,996 86,502 144,807 231,309 160

③ 朝日町立朝日小学校 17,413 21,634 38,095 37,127 14,451 40,318 24,340 18,433 23,304 30,480 28,021 21,774 91,896 223,494 315,390 321

④ 朝日町立朝日中学校 10,770 13,841 20,025 26,935 12,583 23,203 15,689 11,834 15,102 18,795 16,083 13,149 62,721 135,288 198,009 196

⑤ 朝日町教育文化施設 18,336 14,049 22,774 37,416 42,319 29,293 16,946 15,327 25,393 32,859 27,104 24,619 109,028 197,407 306,435 174

⑥ 朝日町体育館 1,606 1,679 1,667 1,751 1,809 1,614 1,800 1,880 2,138 2,457 2,207 2,144 5,174 17,578 22,752 12

⑦ 朝日町町民スポーツ施設 4,083 3,334 1,719 2,542 1,874 4,882 5,710 4,958 4,195 4,965 4,532 3,633 9,298 37,129 46,427 95

⑧ 朝日町公民館 1,194 1,122 1,369 2,229 2,350 1,794 1,288 1,163 1,706 2,121 1,787 1,575 6,373 13,325 19,698 40

74,973 77,729 117,275 155,892 122,159 141,438 91,512 74,881 101,430 129,332 110,789 94,531 419,489 872,452 1,291,941 1,079

注）7月1日～9月30までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

施設名
予定使用電力量 予定契約

電力(kW)

合　計



【別紙③】使用電力量および最大需要電力の実績値（令和７年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 朝日町庁舎 契約電力(予備線共)(kW) 77 77 77 77 74 81 81 81 81 81 81 81 81

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 38 35 50 65 72 81 40 44 56 77 79 55 81

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 9,230 8,600 10,697 16,102 17,855 14,540 10,062 9,282 12,425 15,996 14,491 12,641 151,921

② 朝日町立朝日幼保園 契約電力(kW) 182 182 182 182 172 172 172 172 172 160 160 160 160

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 75 111 149 160 158 160 102 72 123 136 145 104 160

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 12,341 13,470 20,929 31,790 28,918 25,794 15,677 12,004 17,167 21,659 16,564 14,996 231,309

③ 朝日町立朝日小学校 契約電力(kW) 313 313 313 319 319 321 321 321 321 321 321 321 321

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 115 183 274 319 126 321 195 120 200 259 264 165 321

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 17,413 21,634 38,095 37,127 14,451 40,318 24,340 18,433 23,304 30,480 28,021 21,774 315,390

④ 朝日町立朝日中学校 契約電力(kW) 250 250 250 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 57 111 180 196 143 177 116 64 88 133 124 71 196

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 10,770 13,841 20,025 26,935 12,583 23,203 15,689 11,834 15,102 18,795 16,083 13,149 198,009

⑤ 朝日町教育文化施設 契約電力(kW) 180 180 180 180 174 174 174 174 174 174 174 174 174

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 134 100 138 161 174 170 94 143 153 159 157 149 174

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 98 98 99 100 100 99 99 99 99 100

使用電力量(kWh) 18,336 14,049 22,774 37,416 42,319 29,293 16,946 15,327 25,393 32,859 27,104 24,619 306,435

⑥ 朝日町体育館 契約電力(kW) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 9 9 10 7 7 7 10 10 8 12 10 10 12

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 1,606 1,679 1,667 1,751 1,809 1,614 1,800 1,880 2,138 2,457 2,207 2,144 22,752

⑦ 朝日町町民スポーツ施設 契約電力(kW) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 95 95 95 95

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 94 93 93 93 95 94 94 94 94 92 92 91 95

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 4,083 3,334 1,719 2,542 1,874 4,882 5,710 4,958 4,195 4,965 4,532 3,633 46,427

⑧ 朝日町公民館 契約電力(kW) 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

【現供給者】㈱エネット 最大需要電力(kW) 11 8 19 40 28 23 12 12 15 24 22 14 40

【料金種別】A 力率(％) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

使用電力量(kWh) 1,194 1,122 1,369 2,229 2,350 1,794 1,288 1,163 1,706 2,121 1,787 1,575 19,698

合計施設名
令和７年 令和８年


